
1979年国際児 年を 機として、無国籍児

の が ー アップされ、関係者の を

集めたことは 知の りである。しかし、その

とらえ方はあくまでも､非 に特 な問題とし

てであり､ な市民とは全く関係ない問題と

の認識しかない。私は を大にして えたい。

これは沖縄という地域社会全 の問題であり、

そのような社会の認識がない り､この問題は

法 的にはともかく、社会的に解決しないとい

うことを。

　政 ならずとも の 告を 意して

見ている人は いと思う。私もその一人である

が、私の関心と は 告の中にカタカナ

の名前を見つけることである。社会的に い地

にあり、まさかこんな人の がアメリカーと

結婚しているとは思えないような人の親族の中

に、カタカナの名前を発見することがある。

の名前も載っている。この人は生前どの 度

や と があったのだろうか、 アメリカと

なっているがはたして に や は する

のだろうか、この り名を げて くなられ

た方は、 くへ行った のことだけが がかり

だったのではないだろうか、等 一 の

告から私の想 は がってゆく。そして結 は

やはり、沖縄には国際結婚が いにもかかわら

ず、社会にその認識がないということである。

　国際結婚とそれから 生する 問題、国籍、

婚、 不 、混血児、 養 務 等が自

分の 、親 、 場関係に全く無い、と 言

する人の くは認識不 である。

　 内における国際結婚の は、年間 組

と言われている。 沖米 軍 事務所

の する 結婚 なるものがあり、

沖縄 務中に結婚を 望する は、この

への出 が 務 けられている。 一

正 時間のこの に しいカップル20

組以上が出 する。私は過 年 この の

カ ンセ ー をつとめてきた。軍法務

による結婚 続の説明、 による金の い

い方、国際結婚のカップルを いての 談

会、そして のよい結婚をするための心がま

えと の相 にどう対 するかが のあら

ましである。

　 と日本人女性の結婚が い には

が少いため、 当 としではこのよう

な をもうける等制度上できるだけのことを

しているのであるが、相 らず 別、 婚が

いのである。この で会った女性が、

後には 婚の相談に来たり、あるいは反対に、

婚 続 中の女性が、 婚 までにまだ

かなり時間がかかるにもかかわらず、 しい

ーイ レン と に出てきたりする。おま

けに妊娠していたりすると、ケース ーカーと

しては来たる き問題を 想して うつになっ

てしまう。生まれて来る子は前 との婚姻 続

中に 妊されたので、前 の子としての 出推

定を受け、出生届が出せなくなるのである（こ

のことについては後で しく る）。しかる

に本人達はうれしそうな で、子供ができるの

だから く 婚し、結婚したいからよろしくお

いしますと言うのである。

　そもそも結婚しなければ子供の籍の間題は

ってこない（ 外 胎児認知）。 内の混血

児の くは、父母の正式婚姻によらず生まれた

子供達で、母の戸籍に非 出子として 籍してい

るので、 な日本人である。しかるに一般の日

国籍
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本人は、国籍と人種を混同して考えているので、

混血児イコール外国籍（心情的には非日本籍。自

分達と同じであっては困る、あるはずはないとの

発想）の図式をつくっているのである。

　単一民族で単細胞の日本人は、神代の昔から

日本人は中肉中背の黄色人種であり、色がつき

過ぎても少くてもいけないとのコンセンサスを

持ち続けてきた。そのため、福祉行政の最先端

にいる人達から、国際福祉相談所（元国際福祉

沖縄事務所）という民間の一社会福祉機関に、

混血児が生まれたが母親に出産費用負担能力が

ないので、米軍関係にそのような基金はないで

あろうか等という問合せがきたりするのである。

　世間一般に国際結婚や混血児の問題は、アメ

リカの責任であって地域社会のものでないとの

考え方がゆき渡っている。おかしいのは、世間

のみならず、混血児をかかえる母親までが、自

分の子はアメリカ人の血をひいているから、ア

メリカから奨学金等がでてもいいのではないか

と思っていることである。

　これは戦後長きにわたって、何か事あれば悪

いのはアメリカ人であり基地のせいであるとの

考え方が、沖縄人の思考パターンとなっている

ひとつの表れと言えよう。男女が双方の合意に

より同棲し、子供が生まれ、その後別れた場合

もこのパターンにあてはめて、女子供を捨てた

のはアメリカ人であり、捨てられて同情を買う

のは女性側ときまっている。当事者の女性もそ

のように思い込んで、自ら同情している。被害

者意識のみでは、解決できる問題も解決せず、

問題の本質が見失なわれてしまう。もう戦後で

なくなったこの際、戦後裏面史としてアメリカ

人をだました話の特集をして、35年間の溜飲を

下げるのも、ひとつの精神衛生法であろう。

　話を本題に戻して、どのようにして無国籍児

ができるかを説明したい。これに取扱った無国

籍児ケースは次の４つのタイプに分けられる。

胎児認知による無国籍

　正式婚姻によらず妊娠したが、私生児では

あっても認知してもらっておいた方が、将来子

供がアメリカへ行く時の身許引受人になっても

らったり、母に万一のことがあれば父に引取っ

てもらったり、あるいは認知したからには父と

して養育費でも送ってもらえるのではないか等

の期待をもってまだ生まれない子を認知しても

らう場合がある。また妊娠後不仲になったが、

正式婚でないため慰謝料等の請求ができず、そ

の見せしめに認知させる場合もある。いずれの

場合も生まれてくる子供の福祉は全く考えられ

ていない。一担胎児認知してそれを出生前に母

の本籍に届出ると、国籍法第二条により父が知

れているため、当然に母の国籍をとることがで

きなくなるのである。

　反対に先日カデナ基地内で発見された捨子

は、人種的には父母とも白人であることが容易

に推定されるが､同じく第二条の日本で生まれ、

父母が共に知れない場合に該当し、日本国籍を

取得した。一番望ましいのは、胎児認知届を受

理する前に、将来無国籍になる可能性を本人に

知らせることであるが､市町村役所の戸籍係は、

書類の形式さえ整っていれば受付けるとのこと

で、警告をすることまでは仕事ではないとの考

え方である。

　また認知についての日米の考え方の相達も大

きい。日本人にとって戸籍に父としての名前が

載れば、心理的社会的にプレッシャーがかかる

と思うのであるが、アメリカには戸籍制度がな

いため、単にその場だけ自分が父であることを

認めるだけで、何の責任も生じない。

　しかしそれで子供の母がよろこぶのであれ

ば、金が一銭もかかるわけでなし、お安い御用

となるのである。認知とは父の名が知れるとい

う以外に何のメリットもない上、万一養子縁組

等になると父の同意書が必要とのことで、面倒
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なこともでてくる。

に 国籍 る

国籍 無国籍

　アメリカ合 国 民 国籍法第 一条⒜

⑺ 合 国 その 外 外において、 親

の一方が外国人で、 の一方が合 国市民で

あって、合 国市民たる親が、合 国もしくは

外 に 10年以上、その10年のうち少く

とも 年以上は14 に達してから事 した

者より出生した子 は米国籍を取得する。国際

結婚して子が沖縄で出生し、そのうち 親が

婚して母が子供を引取り、引続き沖縄に す

るというケースは非 に い。その場合母に引

取られた子は、自ら米国籍をもつが、自分の子

に米国籍を える がない。しかるに、そ

の子が正式に結婚した場合は、生まれてくる子

は父が米国籍であるので母の戸籍には れない。

国の法 の 間に き れられた問題である。

籍無国籍

　正式婚姻により生まれた子であるが、父が行方

不明で、米国 事 へ 出する必要書類が取りそ

ろえられない場合。父の出生 明書、 条 を

明する書類、親子関係を 明する 供 書等

は、アメリカのプ イ シー法により、本人の

名がなければとることはできず、いつ たっても

整わない。 と 任 で でも 人の戸籍

本をとれる日本ではあり得ない問題である。

無国籍

　最も い無国籍児のタイプである。 と法

上は婚姻 続中の母が、 と別 中 の男性と

の間に子を生 と、子は法 上の の子として

の 出推定を受ける。あるいは、 婚しても、

婚 後300日以内に生まれた子は、前 の

子と推定される。

　アメリカにいる と別 、もしくは と

不 になり、 婚もできない で、 の人の

子を生 のは非 に い。これらの母親の く

はもう長い間行方不明だから、 婚が 単だと

考えているのである。行方不明者との間の 婚

は、行方不明の 明等を 出するため、書類集

めが困 で、大 時間がかかるのである。

　 年来法務 では、無国籍児につき､無国籍

の 明があれば 易 を認めるとの方 を

認しているが、 易と名がついても決して

単でないのは当然である。無国籍の 明とは何

をさすか、米国 事 では は 事 の

にないとの書類は発行できるとのことであ

るが、それでは日本 の人も でもとれるし、

名前も出生届がどこにも受理されていない以

上、届出用 に し、 として っている

だけで、 定したものではない。 易 でも

くの必要書類を整えて行かなければ、 で

受付けてもらえない。受付後に 的 易に許

可されるのであっても、受付までが大 な

である。

　このように考えてくると、 のケースにつ

き、 の法 の で 力するだけでは無国

籍児の問題は 本的に解決しない。 日でも婚

外子無国籍の子供は生まれつつあるのであり、

決してなくなることはない。 の 米 国のよ

うに母親でも子に国籍を える を持たなけ

ればこの問題はなくならない。それはすなわち

法に言う男女 等の にも合 するという

ことで、 の がでているので、その

行方を 意 く見 りたい。

　最後にケース ーカーとして 際に取扱った

事 を したい。

　 安子はアメリカ人ス スと正式婚姻し、

長男ができた。その後ス スは に女をつくり

外 することが くなったので、話し合いのう

え安子とは別 することになった。しかし法
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上、まだ であるため、軍のIDカー が 用

でき､軍での買 ができた。そのため安子は

婚を がなかった。そのうちス スは 人にす

すめられて の を い、日本の警 に

された。安子はス スとのかかわり合いを

れて 婚の をすすめた。

　その当時親身に相談にのってくれたのが、

の 金 であった。金 の知人を じて、

のわかる を してもらい、ようやく

婚が した。ス スはこの間 され、

を待っていたが、軍の仕事もし、基地外への

外出もできる自 の身であった。安子は長男を

したくはなかったが、アメリカ国籍であり、

混血児と言っても白人に い をしていたの

で､金 の求婚もあり、ス スの母に引取って

もらうことにした

　 婚 時、安子は に全 の子を 妊して

いた。 婚後 の待婚期間を過ぎ､安子と

金 は結婚し、間もなく男の子が生まれた 金

は長男であるので、金 もその 親もよろこ

であった。 親は 安子が国際結婚してい

たことを知らない ところがこの男の子の出生

届が受付けられなかったのである。 婚後300

日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したと推定

されるからである。 が見ても の 人の

子であり、金 によく た色の い子である。

にもかかわらず白人ス スの子と推定されると

いわけである。

　安子にしてみれば自分は正式に 婚している

だけに、子供に籍がないのは えられないこと

であった。仕事の 合ということで、長男であ

りながら、金 は本籍を 所に し、親の

から 籍の事 をかくした 同時に 人の

で国福祉沖縄事務所に を求めた。国際

福祉沖縄事務所は米国のス スに を出し

たが、 先不明で戻ってきた。軍の方へ問合

せてみたが､ で 行 の 決を受け、本

国送 不名 で 先なしとの 事であっ

た。国際福祉沖縄事務所の 問 と相談

し、親子関係不 認の を 所に出

した。しかし、 の血 の 明その 、 学

的生 学的のこの子がス スの子でないことの

明は大 困 で、決定的 料に けるとして

結 認められなかった。

　そうこうするうち二男が生まれた。二男は問

題なく二人の子として出生届が出せるのである

が、出せば、二男が戸籍上長男として 載され

てしまい、長男の籍ができた時困るため、届出

をひかえた。金 も安子の過 を 分理解の上

で結婚したのであるが、何度も 所に

を んだ上結 長男の 籍ができず、持って行

き場のない りを でまぎらわすようになっ

た。理 がわかるだけに安子は の しろに

る 日であった。 にも二人の子供にも な

い 二人の子供を れて を出ることも考えた

が､子供をかわいがっている の 親のことを

考えそれもできなかった。 い子供達は元 で

もひかず 長していった。 は 場で、会

係より く子供達の 民 を出して 養 族

の 請をするよう言われ、いたたまれず会社を

やめた。 のシー ンは安子にとってつ

らい時期であった。となり 所の人からいっ

し に行こうと言われ、籍も母子 もないの

で受けに行かれず、一 二度は で 合いが

悪いことにしたが、それも は えず、また

アパートを らなければならなかった。

　長男は になっていた。 学の問題も

あり、もう一度、 度は 父に対認知請求する

という えを 所に 出した。特別の

ケースとして国際福沖縄事務所よりこれ の事

情を しく説明し、ス スとの間に生まれた子

とこの二人の子の 等 持 料をす て出し

て、 の にゆだ た。安子は とこ

れ の 過と の心 をつ って 出した。
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待つこと一年 、ついに認知請求が認められた

のである。安子のよろこ は一 であった。

籍もでき、長男は から に 、安

子ははじめて せな日 を としてかみしめ

ている。国民 にも したので、子供

達はいつ になっても大 と考え、はっと

して、 にはやはりならない方がいいのにこ

んなことを考えてと安子は長かった日 を り

っている。

－ 5－



無国籍児に光を ―父系主義から両系主義へ―

ケリー正代、1983年『言語』（４月号）pp.314-315
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国籍

ケリー正代、1983年『あいふぉーらむ』（８月号）、pp.32-33
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　ケリー正代で います。 、国際福祉

事務所でケース ーカーとして 務していま

す。

　 、ケリー正代という事で をいただき

まして、どうも日本人らしから 、けしから

という事、 い さんだったらたぶんお

じになったと思う。私は国際結婚しておりま

すが、私の国籍をアメリカだと思う方、お

をあげになって下さい。 アメリカだと思わ

れますか はい、もっともな事だと思います。

国籍がかわるのは人間が生まれまして、 さ

んは生まれる事によって 親が、あるいは父

親だけでいいんですが、日本籍である事に

よって当然日本籍を取得されました。これが

一般的な国籍の取得です。当然に付 される。

もう一つの国籍のとり方は、 さんが、アメ

リカ人になりたければ、 請すればアメ

リカ人になる事ができます。世 国で国籍

をうる方法は、出生によるものか、 によ

るかこの二つしか方法がありません。ですか

ら結婚も 婚も養子縁組みもその もろもろ

のことは全く国とは関係ないわけです。です

から私の国籍は、私がアメリカへの を

望していませんので、日本人である事に非

に していますから日本籍であります。そ

うすると名前がおかしいのではないかという

問題がでてくると思います。

　 さんは結婚のことを籍がはいるとか 籍

するとか、そういう うに一般に います。

これは国際結婚にあてはまらないわけです。

国籍、戸籍のある国 におきましては、籍が

はいるという事はつまり正式婚を意 するわ

けです。ところが世 中で戸籍制度、 の

ものに類 したものをもっているのは中国です

。それから 国、それも、 然たる のい

う戸籍とはちがいます。なにしろ、おじいさん

から何からあらゆる人の名前が ーとでてく

るという、これはタイもそういったものです。

つまり戸 がおじいさんであれば、おじいさん

からの関係によって 族名 というんですが、

戸籍がつくられてきます。そういう に大 族

制度の名 りの っている ア アの国

で、 んの少 の国だけが戸籍というものを

もっているわけです。ですから、たとえば、

さんと金 子さんが結婚します。そう

しますと、二人につき、 しく戸籍を する

ことになります。二人共、もとの親の籍から、

戸籍が されます 。そして二人の籍が一

になって、本籍ができる。 しく 、戸籍がは

じまるわけです。

　国際結婚において相 方に籍がありませんか

ら、 しく戸籍を する所がありません。そ

れで戸籍をもっていきません。またとりません。

ところで、戸籍の の出生の所があります 。

上の方に、そこに何 何日アメリカ国籍

と婚姻届出何 何日、それだけが書かれるだけ

で、 ケにならないわけです。ということはも

との籍、金 さんのお父さんが、金 一 さん

であれば、金 子さんは、金 一 という所

の戸籍の中に長女 子という うに書かれる。

そうすると、この戸籍にあるものは、全 同一

の籍に されているのです。一つの戸籍にあ

るものは同一の を します。ですから、この

金 子さんは国際結婚をしても、ス スさん

と結婚しても金 子である。これは日本側の

考え方から言えば金 子なわけです。ですか

に 国 ― ―

ケリー正代、1984年『沖縄大学法学会誌』（第３号）pp.1-25

－ 8－



ら 婚 行に行く事で、その ス スさんと結

婚します。そしたら、パス ートを 請します。

そうしますと、パス ートは戸籍によって 請

しますので、国籍の 明です。パス ートとい

うのはそうしますと金 子というパス ート

ができるわけです。そうしたら、 のス スさ

んがおこるわけです。結婚したのにけしからん

と。そういう時には婚姻 明書を持っていきま

して、それをみせる事によって、パス ートの

名前が、 ー で されます。そのうしろ

に、かっこつきで 子ス スというものが

されるわけです。養子縁組などの場合もす て

そうなります。それで 子さんが、その国籍、

アメリカ国籍を得て、そしてそれを届けること

によってはじめて、アメリカ国籍取得の届け出

につき何 何日受理、それで しますという

ことではじめて、そこで ケになります。

　ですから私の場合は、もとの も正しいです。

日本国内の法 行 はす て戸籍、 民 をも

とにしますので私は、ケリーという名前と関係

なく、もう一つ名前をもって結婚前と同じよう

に をしています。ところがアメリカで

はケリー正代というのが 、正しいわけですの

で、 方を いわけるというか、そういう形で

って生 をしております。 、国際結婚を考

える会などの人 の間では、何 ケリー正代と

いう名前で戸籍ができないかという があり

ます。私は、それは非 に無理があると思うの

です。日本の国のいろんな戸籍の をなして

いるのが、やはり、このいわゆる日本人らしい

をもって、そして日本人の名前をもったもの。

混血児の場合、最 はタ ーだとか、い

ろんなそういう名前もカタカナの名前が名前と

しては受理されます。混血でなくとも、 ー

とか、何とかリカとかいうのはもう、 か日

本 かわからないわけです。そういう意 で、

名においてはかなり、いろんな名前が認められ

ています。しかし をかえるという事は、名つ

まり、ケリーという名前の戸籍をつくるという

こと、そんなことは私が考えたら、あんまり正

当な要求ではないように思うんです。いろんな

考え方があります。国際結婚と しますのは､

非 に な法 、 方の国の法 の間に行わ

れることなんですけれども、それはあくまで私

的な行 なわけです。でも結婚は国 とは関係

ありません。 人の 性の合意に基 いて結婚

するわけです。ですからそこに、国際とか何と

かがあったはずはないわけです。 際は、私は

と結婚しました。たまたまその人がアメリ

カ人でした。あるいはパ スタン人でした、と

いう事になると思います。ですから国際結婚と

いうのは つうの結婚と 別してです 、何か

特別のことのように考えるというのは の世の

中では非 に れていると思います。

　 、よく国際結婚や、混血児の問題を米軍基

地と 結 つける政 的な もありますけ

れども、 が 場で仕事をしていまして

人の で、沖縄の女性、あるいは男性が、世

国におもいもかけない所に行って、思いも

かけない人とどこかで結婚して失 して って

くる。たくさんいます。失 でなくても、いろ

んな問題がそこから るわけです。そういう場

合に本当に政 がもっとです 、 えば日本国

籍をもっている日本国民を るという 場か

ら、もっとこのような事に対して 的に取組

んでいかなければ、 対に日本は世 的な

にも れていると思います。ち うどいい機会

ですので、国際福祉の仕事を少 させてい

ただきます。

　国際福祉と しますのは、まず一 年に

国際社会事 沖縄代表 としてこちらにでき

ました。その前に戦後の混 期に、いろんな混

血児たちが捨てられました。そういった時代が

あったわけです。その子たちを集めて、コ の
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方で ー イ ー というものを がつ

くってやっておりまして、その中からアメリカ

人の人との養子縁組とか、そういう仕事をして

いたわけです。それを国際社会事 という

の機関が取組 ということです。沖縄代表 が

されました。国際社会事 といいますの

は、一 二 年に、 ー ッパの方で第一次世

大戦後にいわゆる 続きですから大戦によっ

ていろんな 族がちり りになったり、いろん

な所に出 ぎ がはじまったりして、人 が

自分の国にとどまらずに いた時代なんです。

そうしますと、こっちに出 ぎにいっているう

ちに んじ った。あるいはこっちでどうした

とかいろんな問題があって自分自身だけでは解

決できない問題がある。それまでは、 会とか

事 とかにたよっていたんですが、それで

はとうてい に負えなくなりまして、一 二

年に国際社会事 というものができまして、

スイスに本 を いております。 国に な代

表 を いているのです。それが沖縄代表

だったわけです。ところが、もちろん にも

日本代表 があったのです。そうしますと

に って、どちらの代表にするかというとやは

り、沖縄 と では、何でも代表 は

にもっていくのが日本の考え方です。それで問

題は非 に かったにもかかわらず、沖縄代表

が ー するということになりました。そ

れでこれらの問題をすてておいて ー して

いいかという事で理事会が中心になりまして社

会福祉法人として、組 を めて に って

いるわけです。ですから名 は わりましたけ

れども、事 は二 年前からずっと続けており

ます。どういうような事をするかといいますと、

いろんな問題をとり扱うのですが、いわゆる

つうのお役所あるいは つうの福祉 がとり

扱えないような問題とか、それには、国際結婚

から 生するいろんな問題、子供の籍の問題も

ありますし、子供の 育相談、いわゆる非行の

問題です 。特に、これは最 非 に いわけ

です。 的な問題が、戦後ずっと をしめ

ていたのが、最 ではそういった問題じ なく

て、もっと心の問題に ってきています。です

から 代の子供達がいわゆるアイデン

のプ イセスという時期を えた時に、そこに

おける人種的な問題、アイデン に対す

る 機そういうものが混血時の場合には、非

に たくさんあるわけです。それは種族間の問

題とか、そういったものが全 まれてくるわ

けですけれども、そういうものを相談を行って

います。それから で、国際結婚をしても

言 がよく じない人達が 倒的に いわけで

す。ですから私共が国際結婚 などにでます

と、 は は しいから、アイ ーと

ー ーで生 できるかもしれない。でも、

その二つでは結婚生 は長続きしないという事

を本当に をすっ くして話しております。

対にケンカができる に、 を 対 して

しいという事です。国際結婚のカ ンセリン

、問題を持ちこまれた場合に、まず言 の

という問題があります。ケース ーカーとし

て、そしてその に言 だけではなくして､

の 、いわゆる相 がいいと思ってやっ

たことでも、こちらの では なる意 を

持っているとか、そういう事がありますので、

の 、といったものも ってきます。

つまり日本では話さなくてもわかるという

です。お話ししなくてもお いに心が じ､そ

んな事言わなくてもわかるじ ないかという､

そういう基 的な があります。アメリカで

は、 米の は話さなければわからないとい

うことです。ですから何で 日 さん達がこの

人うるさいんです。し っち う している

か 、 しているか ときくのです。そんな事

結婚したんだからわかっているじ ないか､も
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ううるさいという事です。だからこういう に

話します。 アメリカ人はあなたが している

と言ったり､行 に表わさなければ、 してな

いと解 します。 だからそんな事おやすい御

用じ ないですか、 日 しています と言っ

てあげたらいいでし う。それによって生 が

にいくのであれば、それがいいわけです。

そういうこと とに さなことでちがってくる

のです。お いに自分のものさしで人をはかろ

うとしますので、そこに大きな ャップが生じ

てきます。日本人の場合には一本の で、ス

タン ー が一つですから 。単一民族で、あ

たしの で さんをはかってもだいたい同じ

だと思うんです。アメリカでは が一人一人

によって、 がちがうといっても過言でない

くらいにスタン ー がちがいますから、自分

の事から類推して人を決めつけたり、おしはか

るという事ができないわけです。そういう事の

いろんなおもしろい場面に する事もありま

す。

　 えば、 け ましにお話ししますが、こ

ういう事がありました。 い がきて、もう

この人とは一 にすめないということをいうの

です。もう 方でとっても一 にすめないと、

どうしてかと別 にきいてみますと、問題はこ

うなんです。子供が生まれて、 の方が 日

をとりたいと言った。そしたら が 日

なんか、あんな に行くと、 さん

知かもしれませんが､二万から 万 かかるん

です。そうしますと、 そんなものとらないで、

自分が 達からカメ を りてきてとってやる

からいいよ。 というと、そしたら さんが そ

んなのじ メだ。 と、 縁にはいった、ち

んとしたもの。 それじ 、 を買ってきて

縁を ればいいじ ないかというわけです 。

そして、 い でまだお金がないわけですか

ら、そういう な事をしていて､じ あ､もうい

いよという事でそのまま た。ところが さん

は 日、お さんの所に行ってこっそりとお金

を りて 日 をとった。その事がわかっ

て、もうケンカになったわけです。これは 方

とも正しいわけです。 の言っているのは 対

正しいです 女の言っているのも正しいです。

一生に、 日 というのはこの日をのがして

はならないわけです。 にして､きれいにして

とりたい､そして､と国際結婚というのはいろん

な問題がありますから、 ができると 親との

大きな 解の になります。これをお世話に

なった人に りたい。親にみせたい。これは自

分達の結婚をよりよく認知してもらうための､

にとっては 、そういう ー は 対にある

わけです。だからそういう事でお いにどっち

も意図としては悪くないのに結 ケンカをして

おる、こういうのが非 に いわけです。もう

一人の はもう年 いっているんですが、そ

の人達がきて二人とも一 にどうしてもすめな

い。な かというと、自分が 達を んで、日

日に ー ーリ をしようと思って ー

リプを買っておいた。そうすると が､

それを なおつゆにしてしまった。というわけ

です。そういう事がた た あるので自分とし

てはもうがまんができない こんなくさいへん

なおつゆは られない。リ というのは ー

ーをしたら一番おいしいのだというわけ

です すると さんの方は ー は ー

にして にしていたら､一番おいしい。 を

いれたら がでて非 においしいというわけで

す。これももうどっちも悪くないわけです た

だ がちがうだけで本当に、こういうのは

知っている人は ってすませられますけれど、

本人達にとってこれは 婚するかどうかの問題

になってきているわけです。 がちがっ

ても、あるいは一 にくらせるかもしれません。

でも さな事でもそういったちがいという事は
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非 に日 生 を 機におとしいれます。その

中で としては不 があればいえばいいじ な

いかという 。 としてはこれ のこと、

度をみて っているのはわかっているでし 、

と何を っているのか、そんな事きかないでも

わかるでし 、というんです。こういう事です

と、いつまでたっても解決がつかない。ですか

ら、そこに がはいってくる必要があるわ

けです。まあ、法 に関係する話になりますと、

色んな国際結婚におきましては、いろんな問題、

法 にかかわる問題がでてくるわけです。

　その中で、 えばこんな事 があります。

間 整事 、いわゆる 婚の事 で、 が

力を うので、 が 婚したいという事で、私

共は して し てをしました。ところが

所から 出し がいっても はでてこ

ないわけです。でてこなければ は れます。

次の期日を 定して、こんなのをくり してい

ても、たとえでてこなくても、そういった

事 においては、 出し 、 はいかな

いんです。法的に必ずこさせるという事はない

わけです。でてきなさいと、あなたの から

し てがあるからきて話し合いをしなさいとい

う。そういう しかできないわけです。とこ

ろが相 方はそれに全然 じない。そうすると

いつまでたってもこの 婚が しないわけで

す。そしてな られ続けるという事が ります。

その時はあまり にすえか て、その の所

中 の中 長に 話をかけました。こういう

ことで大 困っているので、 所にいくよう

に言って しいと、ところがアメリカの場合は

非 にそういった仕事の問題と、プ イ シー

の問題と 別が非 にはっきりしているわけで

す。自分達は、そういう 話があったという事

は えるけれども、行った方がいいというア

イスはできるけれども、行きなさいという事

はできない。そういう事です。結 その人はこ

なかったのです。そうなりますと、地方 所

でいろいろ う事もあるわけですけれど、非

にお金がかかって困るわけです。そういう に

軍､とくに が ですので、 という

のはいわゆる ですよ 。そうしますと

必要なものは軍が出す、いわゆる メント

いっし 。GIというのは、gover-ment issue

です。そういうのの、 ですが、必要なもの

なら出してやる、もし が､ にとって

が必要だと認めるならば、政 が出してやる

と、まあ、そうは言わなかったんですけれども、

まあ、そういう な じです。必要なものであ

れば必要でないものであれば出さないので、そ

れについては 人 人の問題であるというこ

とです。最 、 に出ておりました。 会

にメ シコ 婚の無 性をうったえて、出され

たケースがあります。あれなども、メ シコ

婚というのは、二人共ここにいながら、 が

でメ シコの を して、メ シコ、

非 に 婚が 単ですので、そこで 婚が

するという なあれです。それで がス イ

ン で書かれていてそれに の がついてい

て、それが の所にまいこんでくるという な、

際には相 方に 知もせずにです 、 婚と

いうのは本当は しにくいわけです。行方不

明の 明がなければ､ところが にはあっち

こちで のわからない間にいろいろな形で 婚

が しているというのがあります。それはあ

る一つの としても、 町で、 を沖縄に

してから、 町の に が が行方不明で

あると。知っている人は届け出て下さいという

な 告を出す。それが一 間 出て、何もな

かった、もちろん もみませんので、関係者は

みないわけです。そうすると、これは行方不明

であるので 婚が したというケースがあり

ます。行方不明者との 婚という。 度は反対

に 不仲で沖縄に ってきて、それで が行
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方不明であると、それで 婚をしたいけれども、

婚ができないというのがあります。 婚の場

合、相 の 所が外国にいてわかれば、地 か

ら、 とか最 を じて、アメリカの ャ

ン ルにのって メント ャン ルで、送達

されます。本人に こうの 所の ートをへ

て、そして本人がそれいいとか、悪いとか意を

あらわして、そして 戻ってくる。それは非

に時間がかかるわけです。行方不明であるとい

う 明がそれを 所が認めた場合には、

送達という方法があります。 所の か

何かに り出して、この相 に し て 婚の

し てがあったものをその人に送る方法があ

りませんので、 所の に出して、

という、とか、そういうものにのせるんだそう

です。そして何日以内にそれを見た人がそれを

見て本人が、それに対して反 してこなかった

場合には、それの し ての りにだいたい認

められるというようなものがあります。ですけ

れど、その行方不明の 明というのは非 に大

なことです。ここに、何か私がいるというの

を 明するのはできますけれど、いないという

のは 明するのはとっても大 なんです。です

からその行方不明の を すというのはとても

大 な です。 えばこういう にします。

婚をしたいのでもう 年も行方不明であると

いう、じ あ、 がかりになるのはす て持っ

ていらっし いという。 い なんか、いろ

んなもの。結婚の時の書類を持ってきます。そ

してそのいろんな所とか、親がここここにいた

はずだという、昔きた リス スカー とかあ

らゆるものをもって し、それにみな を書

きます。その地域にいるんじ ないかと思われ

る のです 。 のデ パートメント ーシャ

ル ル アーという所があります。社会福

祉 、そこに を書いてこうこう、こういう

人が、 年前 にそこに んでいたけれども、

がかりはないかという を書いて、そうい

うものが、いろいろ 事がきたり、こなかった

り、あるいは本人 にやったものは 達不能と

いう事で戻ってきます。それだけいくつかの

の 達不能の を て、これでここにい

ません、と私が 所に持っていきます。そう

しますと によっては、はい、それは、そ

れ以外の地 上のあらゆる地 にこの人がいる

事を 定するものではないという。この人は

シ ン にいない、それからここにもいない、

ここにもいない、これだけ つの場所にはいな

いけれども、その のあらゆる場所にいる可能

性があると。こうなるともう、どうしようもな

いわけです。アメリカの の事務所からの、そ

ういう行方不明の 明とか、そういうものをと

れという事なんです。しかし、そういうものは

ありませんし、非 に困 なわけです。ですか

ら なんかの 続きについても無国籍児を

で、 易 でやるという な場合も、それ

が一番問題になってきます。いない人をです 、

明してそしてはじめて、いろんな書類がそ

ろって、これだけ 力したけれども、できない。

ですから、これ以上もう方法がないので、何と

か認めて下さいという形で、 の 請なども

出します。その前の が全 、 の 請を

出したりするのは 法書 がやりますし、

も 際は、 になれば がやるわけです

けれども、その前のそういった 料 集の

をケース ーカーがやるわけです。

　私共一つのケースにもう 年 かかっている

のもあります。もうもっていけば 易 でで

きるんですが、 易 にもっていける前の

、それをやっているというのが、私達の仕事、

いです。ですから、 が行方不明のみじ な

く、この は人 し、国際結婚して、 出同然

のようにして出ていった の を知りたいと

か、そういった人 しの もたくさんあります。
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先 し上げましたように戸籍においては、そ

の人は されませんので、まだ生きていますか

ら、 産がある場合、 産の分 等いろいろ問

題になってきます。つまり の中、一人だけ

国際結婚しているのでこの人のことがわからな

ければ、 産が分けられない。いないならいな

い、生きているなら生きている、どこどこにい

る を するならするという書類が必要な

わけです。これも 、非 に くなっています。

それからもっとも困ったケースのもう一つのも

のとしては､養子縁組の 縁があります。私が

子供をつれてアメリカ人と結婚しました。この

人にこの子供を養子縁組してもらいました。そ

れによっていわゆる を得るわけです。軍人

の 族としての 、 れ子 れで結婚した人

は、結婚が 的なのか、養子縁組をしてもらう

のが 的なのか、わからない に 倒的に、

とんどの人がす 養子縁組させます。そして、

そのあと私達二人は 婚をします。 婚によっ

て養子縁組は全然わからないわけです。 婚し

て、私はこの子とずっと らしています。とこ

ろが、この子が日本人、 も国籍も日本人です

し、何でもないんですが、ただ戸籍の中に父母

があります 。その次に養父なんとか、なんと

かと、カタカナの名前が出る。その上に何 何

日、アメリカ人 と養子縁組届出というのが

つくわけです。そうしますと、 と結婚の時

に問題になる事がある。本人は全然 にしてま

せんし 、日本人だから さんと同じようにあ

る。ところが するので戸籍をみると、何だ

はアメリカの子かというような事を面 の

時に言われる。結婚の時にも相 がやかましい

であれば、おかしいんじ ないかと。 はア

メリカ人じ ないのにというような事が言われ

る。その時になってかけこんできて安易に養子

縁組させましたけど、私は は、この人と 婚

してもう 年にもなります。私が一人で育てて

いるんで、この養子縁組は無 にして下さい。

そうするとどうなるかといいますと、日本では

養子縁組というのは、 産とかトートーメーと

かそういったいわゆる
うち

を るために養子縁組

がなされるわけです。ところがアメリカでは

然たる児 福祉の から養子縁組がなされま

すので、そういう養子縁組の 縁もとにかえす

という が全く しないわけです。 縁す

るには、養子縁組 縁の法 が日本にはあり

ます。アメリカには しません。相 方がア

メリカ人ですから、 婚においても何において

もそうですが、当事者の方が外国人であれば、

その人の法 、その人の何ですか、その人を

制する法 っていうんですか、それを 出しな

ければならないわけです。そうしたらその 年

前から、 も何もない。どこに行ったか

婚してわからない。この何とかという人の、ま

ず法定 所、本籍がどこかという事です 。戸

籍がありませんので本籍というのはないんです

が、法定 所というのを本籍におきかえて考え

ています。法定 所が、どこかというのがあり

ます。そんなの本人がいないのにわからないわ

けです。養子縁組の時のす。法定 所が、どこ

かというのがあります。そんなの本人がいない

のにわからないわけです。養子縁組の時の書類

の 出書類に 載されている場合もありますの

で、その時は昔の を して、法務 の戸籍

の係の方に、婚姻届け、 付書類の し、 婚

届け 付書類の しとか養子縁組届け 付書類

の しとか、そういうものを私よくとります。

そういうものをとってきてその中から、 、そ

ういうものがあるかどうかみて、 シ ン で

あるとか、じ あということで、 シ ン の

法務 みたいな所に を書きます。アメリカ

によって法 がちがうのです。 婚法も全

ちがいます。 シ ン は、そのような養子

縁組、 縁という はないと、養子縁組、も
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しアメリカで養子縁組、失 して、私が子供を

もらってうまくいかなかった場合には、 、私

が 親となって、次の人養子縁組させるという

方法、 養子縁組ですが、これは でも何でも

なくて、 養子縁組です 。私、いったん子供

を養子にする事によって 親と全く同等の

と 務を持っているわけですから、 、私が養

子縁組の代 者になる事ができます。だからも

とにかえすという が全くないんです。もと

の親にかえす。アメリカで児 福祉のそういっ

た養子縁組は、子供を育てられない親がいます

と、児 相談所の所長のような人に、父のそう

いう児 福祉機関の長に対して、自ら親 を

します。この人はもうこれで えるわけです。

養子縁組、この児 相談所が 親を して児

相談所と 親の間に養子縁組が行われます。で

すから、これはもう、こっちとうまくいかなかっ

たからといって、ここにかえすという事はとう

ていもう全く考えられない なんです。そう

いう がないという事、軍の法務 で いて

きて 所にいいますと、じ あ、ないという

書を出せというんです 。そんなに 単に日

本の役所もそうですが、 書はあたりまえの事

だと、なかなか先 がない、何がないといって、

書いてくれないわけです。養子縁組の 縁とい

う事が 、たくさんひっかかったんです。

所としても っているんだと思います。何をど

うしたらいいかという事ですから、アメリカ人

と結婚する時は、そういう によって法 が

うし、 民 もありませんので、この人がいっ

たん引 したら、たどって すというのが非

に困 なんです。

　一番アメリカ人の相 を などでいう人定

というものがあります。その人を特定する一番

力な は、社会 番 というものです 。

ーシャルセ リ ーナン ー、これは国

民 背番 制みたいなもので するにしても

何をするにしても、 の さえしたらす

て、それを出さないとできなくて、同じ番 を

持っている人はいませんし、コン ーターを

持った情 の国ですのでCIAですか、あたりに

集中されているんじ ないかと思われます。け

れども、 人のプ イ シー法が非 にうるさ

いですから、それを つうの人がとる事はでき

ないわけです。それに日本だと があります

ので、 かがかいて、 任 なんかも書いて、

の 買ってきて して出せば、 りま

すよ 。とろうと思えばお役所の書類なんてい

うのは、戸籍にしろ何にしろ、とれないものは

ないわけです。ところがアメリカは本人のサイ

ンですので、サインがなければとれないわけで

す。非 に というのは、いいかげんだと思

うんですが、非 に な もあります。サイ

ンというのは非 にいいわけです。けれども 、

非 に不 な があるわけです。福祉の面にな

りますと、そういう にいろんな不合理とか、

非合理的なことが、二つの法 の間で ってく

るわけです。それから 米では 婚などになり

ますと、 婚 決が出たその時 で、 婚 決

書そのものが、 婚の 明になるわけです。

日本では、アメリカ人と 婚しまして 婚の

決がでます。それで をち んと持っています。

でも、これを持ってても戸籍に届け出て、そこ

に何 何日、 婚の届出、という受理という事

が書かれない り、法 的に ではないんで

す。

　 リ ンでは 婚が、カトリッ の国では

婚が認められていませんので、 婚とい

うのがないのです。地方 所では、いわゆる

いろんな方法で をたのめば、 婚できる

方法があります。それは、日本人の人 や福祉

が されているという からできるんです

が、この 婚の場合は、 所側がうっかりし

て、二人 ってきたので 所で 婚

－ 15－



したわけで、男の人は んでその 婚の書

類です に かの人と結婚して、もうち んと

を いたわけです。ところがこの女の人は、

届出制であるばかりに、これを持っていても何

もならなくて、そして 年後に届け出に行った

所、 リ ンの 婚は認めないので、これは

受け付けないと戸籍係が言いました。でも、こ

れは日本の 所がこれを 婚と

して認めているんじ ないか、あっちはあっち、

こっちはこっちの でやります。そういう

に日本のお役所というのは、 のつながりが全

くないんです。 所は 所でどういうわけ

か知らないけれども、それを出したのでも、戸

籍係としては、これは自分達の アルによ

れば受けとるわけにはいかない、こういう事で

す。この人は 度、 婚の し てをしなけ

ればならなかったわけです。ですからこの届出

制というのは、ある事についても非 に、いろ

んな不合理的な事が出てくるわけです。これは

メ シコ 婚についても、メ シコの 婚 決

を持ってきて、そのアメリカ人 はす に、

日 、 の日本人と結婚する事ができるわけで

す。ところが さんの方はそれを したり何

したりして、戸籍に届け出なければなりません。

そしてメ シコ 婚は、この 問題になったの

で、 度は受け付けないという な法務 が、

ち っと待てというような事をです 、言って

くるわけです。そうすると本当にもう男の人が

得なわけです。どんどん 婚して、どんどん

の人と結婚していけばいいわけです。ですから

その時に、外人同 の次、 婚する相 の女の

人が外国人であれば、 とはあまり関係ない

んですが、次が 、同じ日本人とこの男の人が

婚する場合にはすくなくともです 、前の

婚がち んと戸籍に 載されて、この さんと

の 婚が日本の法 によって したという

明を、つまり 婚の 載された前婚の 婚が

載された前の さんの戸籍 本を出させたらい

いわけです。こんな事は日本政 が法 を、法

でなくても、方 を出してやれば 単にでき

る事なんです。 際にいろんなこういう問題が

っているにもかかわらず、そういう事が全く

行なわれていないという事。国際結婚。少 で

あるので、そういう人達のためにいちいち、い

ろんな事をしていられないというのが、 に

あると思うのですが、そういう考えで、国際結

婚あるいは国際にかかわる人の身分の問題につ

いては非 に日本は後 国であるということが

いえると思います。

　国籍法 正の問題なんですけれども、無国籍

がどのように発生するかという事は、 さんい

ろんな方面で、もう 知だと思うんですが、

単に し上げますと一番 いのが、婚外無国

籍といいまして、私がアメリカ人と結婚してい

るにもかかわらず、二人の間が不仲になって別

れて別 して、沖縄に ってきて、そして、そ

の間に私が いていて、同じ沖縄の人あるいは、

アメリカ人との間に子供ができる。でもここに

生まれた子供は私は婚姻が 続しているので、

この父親の子であるという 出推定を受けます

ので、私の戸籍にはいらない。 の戸籍にもは

いらないという事です 。このような場合、国

際結婚においては、相 に戸籍がないので、は

いらないわけです。ところがこれが日本人同

で、私が日本人と結婚している間に婚外し、

の人との間に子どもを生んだ場合には、いった

ん戸籍に れて、それから 度は 出 認、あ

るいは親子関係不 認の えとか、そうい

うものをそれからやるわけです。それをやるに

はやっばり、 所に 出し、何も も形もな

くては当事者になり得ませんから、そこでち

んと戸籍がある。この戸籍があるけれども、こ

れが間 いであるという し てをするわけで

す。国際結婚によってそれができないわけです。
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だから無国籍になります。もう一つ 籍とい

うのは、婚姻 続中に子供が、このアメリカ人

の子なんですが生まれて、その がどこかへ

行ってしまって、ち んと出生届けの 続きを

しないという場合です。これは、私は日本人と

して、私共の間に生まれた子供について国籍、

アメリカ国籍を 請したり えたりする が

全くないわけです。これはもっ ら父親が、自

分が子供に国籍を える要 を たしていると

いう事を 明した上でしかできないわけです。

その要 といいますのは、アメリカの国籍法第

一条によりますと、合 国 その 外

外において、 親の方が外国人で の一方が

合 国市民であって、合 国市民たる親が、合

国もしくは、 外 に 年以上、その

年のうち少なくとも 年以上は、 に達

してから事 したものより出生した子は米

国籍を取得するわけです。だからその 明を本

人がしないといけない。最 はこれについては

無国籍の問題が がれて、 とか、関係人、

んとにこの人が行方不明であれば、その

の者からのいろんな、軍にこれだけの期間いた

だとか、そういう事を、 の者が する事

によっても、受け付けられる が出ておりま

す。 際、法 というのはそうなっているわけ

です。ですからその父親が、何もしなかった場

合には私はいくら いでも、この子に、この子

の出生届けを 事 に届け出る事ができません

ので、 籍のままで される無国籍があり

ます。それから、 の国籍法にひっかかるので、

えば私に になる子供が、男の子がおり

ますが､ この子供が二 になって えば、正

式結婚して、そこに子供が生まれますとその子

は無国籍になるわけです。何 かというと

以上で、 すぎてから 年間プ スあと

年、合 年アメリカに事 上 した者、

うちの子は生まれてから とんどこちらに ん

でおりますので、全然 してないですから

に無国籍になります。こういう な、いわゆ

る無国籍の父親になる 軍というのが沖縄に

はたくさんいるわけです。 ン ス ールにし

ろ、沖縄 リス ャンス ールにしろ、たくさ

んの子供達が、アメリカ籍の子供達がいます。

事 上母子 の子がたくさんいますので、ア

メリカに行ったこともなければ、 いく もな

いという子達がいるわけです。こういう親から

生まれた子供は、 に無国籍、 方の法 に

どっちでも、どっちからでもは られるケース

なわけです。その 特 なケースとしては、胎

児認知を届け出たために国籍法にいう、父親が

知れているということで、国籍をもらえなかっ

たり、あるいは中国人で 族一 で を 請

してもなかなか許可にならないんです。昔は特

にそうです。 請中に妊娠していて、その子は

いないので、何もかかなくて役所に出して、そ

れから子供が生まれた。そしたら けち った

わけです。 が日本籍になったのに、この子は

国籍がとれなかった。そのす 、その時 で親

達がいろいろやればよかったんですが、そのま

まに、ないままに長い間 してて、非 に書

類集めとか何かが困 になったとか、そういっ

たケースもあります。

　それで の無国籍の は、 の事務所で、

籍の無国籍児が 、婚姻外これが

で、 無国籍というのが 国籍も めて

､そして妊娠中のものです 。生まれたら別

してアメリカ人との婚姻が解 しないままに

私が妊娠しますと、生まれてくる子は明らかに

無国籍ですから、その無国籍、まだ生まれてこ

ない無国籍が二人という な が ありま

す。これは私共の事務所は、相談 務ですから、

こうから を求めてきたものについてのみ

受けつけていますので、 にもわからないで、

自分達で、妊娠して 年も別 しているんだか

－ 17－



ら自然に婚姻は解 しただろうという考えでい

る人もいると思います。ですから、 外との行

き来が、非 によくなってくる 日、無国籍児

の生まれる可能性、婚外無国籍児の生まれる可

能性は非 に いわけです。 に すると

いう事はないかと思いますけれども、 、こ

れはなくなるという事はあり得ないわけです。

じ あ、そういう子供達を おうという事で

だけでも えないという事で、国籍法の 正

という事が問題になっているわけです。それは、

父 から へということで、男女同

を、 しているわけで、非 に大きな

だと思うわけです。 しろ子供の出生につい

ては、父 というのがおかしいと思うんで

す 社会生 、社会 上はともかくとして、

出生については、一番 なのは、この母親か

ら生まれたという 然たる事 です。母

にす きだと思うんです。 よりも し

ろ母 の方が です。その後で、 整す

きものがあれば 整したらいいんです。父親

が だかわからないけれど にこの子はこの

人から生まれたと、その後で一 、そういう届

けをし、必要があれば 整したらいいかと思い

ます。

　それで、中間 が出まして、そのような日

本人の母親から生まれた子供はす て日本籍を

えるという に 正の方 が出ております。

これは大きな前 で、非 に ばしい事です。

ですけど考えてみますと、問題 というのもい

ろいろあるわけです。そういった問題 につい

て、国籍法が 正されたからといって、 えば

私がス スさんと結婚していて、そして、もう

年も行方不明でわからなくなった、だから私

が 度、 さんという人と同棲して事 婚が

あるわけです。ここに子供が生まれたと、長男

であると、二人共とても んだ。としたらこの

二人の出生届けを出しに行った時に、私の婚姻

が 続していますので、届け出を出す事ができ

るわけです。国籍 正されたら、私の子ですか

らところがどのように書かれるかという問題が

あるわけです。 ですと、日本人同 のそうい

う子供は自 的にお役所が によってです

が、この人との の子ではないんですよといっ

ても、 の名前が自 的に書かれます。ですか

ら私とその さんと、事 上、内縁関係を

持っている との間の子供はやっ り、父親

の の所にス スという名前が書かれる可能性

があるわけです。そうすると して、この父親

が するかという問題があります。ですから

国籍法の 正というのは、戸籍法とかそれから

その のいろんな、こまかい 続を一 に考え

てもらわないと、私達が 場でみておりまして

して、そういう前 はできたけれども、 際

やるかどうかという問題、その時に、いろんな

問題が出てくると思われます。それから名前に

しましても、 という父親の名前で する

ことができるか、というような問題もあります

し、父親、 父の名前が、どのようにして 載

されるかという事です。そして、国籍法の 正

の中には、取り し条 というのがのっており

ます。それは、 大な りとか の事 、

請事 の中に の事 があった場合には、こ

れは 年以内だったら、その取り す事ができ

るとかです 、そういうものがあります。これ

は についてですが、そうなりますと、 え

日本籍を えても 年間は、 こうが法務 が

するような性 になるのかどうかという事

です。これは人 の面から非 に私達が、 意

しなければならない問題だと思います。取り

し条 というのは の の国籍法にはないわ

けです。ですけれども、これからそれを す

るという考え方で、 かにこれは非 に、

の 請をしてやった場合には、それは当然と思

われます。けれども、そういう いのあるもの
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についてまで、いったんそのような法 ができ

ると、法務 が を らすという事になればこ

れは人 問題です。それから二 国籍というの

は非 に われているわけです。日本では、二

国籍というのは私達にとって何ら問題がない

わけです。たくさんの人が、子供達が 二 国

籍を持っています。それは、私とアメリカ人の

とが結婚する前に、 続き中に子供が生まれ

てしまいます。そうすると私の子供として、いっ

たん私の非 出子として届け出ますから戸籍に

のりますので、日本国籍を取得します。その後

で婚姻が しますと、認知届けと一 になる

と、日本でも 正といいます 。ですから、婚

姻をする事によって、この子供はアメリカ国籍

も当然にす に取得する事ができるわけです。

単に、父親が届け出る事によって、戸籍があ

るままに 度はアメリカの籍もある。こういう

子供達が沖縄にいて二 国籍なのです。で、こ

の子供達が二 国籍であることを悪用したり、

またそういう事によって何ら も得ていませ

んし、何ら になる事もないわけです。それ

らが害になっている事もないわけです。人にも

かけていません。その子達が、あとでどっ

ちかを捨てる、という事を本人が す きな

んです。ですから、 の場合も二 になった

ら させようという、二 国籍にして さ

せようというんですが､この をさせるのに

です 、二 というのは私達が考えて、非

に いと思うんです。あまり必然性がないわけ

です。一つの 安として二 というのは 人

ですし、いいんですが、国籍の というのは、

どこに自分が将来どんな仕事をしてどこに

かという事の問題なんです。ですから、二

の子供が、まだ大学も ばでどうするかという

のは非 に決めにくいと思うんです。どこに

かというのを決めるのは、 とんどの場

合、結婚してからだと思うんです。日本人と結

婚したら日本に 可能性が いし、アメリカ

の大学に行っている間にアメリカの人と結婚し

た場合には こうに 可能性も いという事

で、それを二 の で、そういう を

制するのは、あまり 的ではないんではない

かな という じが します。そして、この法

は 正し、中間 の方は、 際に され

ました時には、 はしないんです。その時

で、二 以下の者については、 過 を け

るという事になっています。けれども、その時

で二 をすぎる子供たち、 えば来年

にでも 正になったとしても二 をすぎる人

達がだいぶいるわけです。ですからその人達に

対しても 非、 の をひらいて しいとい

う事を要求するわけです。ところが、私共が沖

縄にいて、いわゆる日米の混血児、国際児、無

国籍児だけをみているのですが、法務 の一番

れているのは、 日 人の問題だそうで、

少しでもゆるやかにしたりするとそこが

になって、 の人がたくさん日本に する

のではないかということを非 に れているよ

うです。沖縄の無国籍なん は大した問題では

ない、 の上から。全 、 でいきます 。大

した問題ではないというのが、本 のように受

け取られました。ですから私達は、国籍法の

正という方 を になるという方 事

は非 に望ましい事なんです。けれども、それ

が、 際にどのような形でなされていくかとい

う事を、非 に 意 く一人一人が見 ってい

きませんと、無国籍、無国籍の いのある子供

については、法務 が でいろんな事を

したりする可能性を、少しでも してはいけな

いわけです。ですから、この取り し 定につ

いて大いに、 い さんはじめ、心ある方 が

反対していかなければならないわけです。

　先 し上げましたように、いわゆるこのよ

うに国際、沖縄、本当に国際的な地域ですので、
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人 の身分とか福祉といったものが、この二つ

の国の法 あるいは つの国の法 にはさまっ

て、その やその何かが 外される福祉が、

害されるという事になりますから、そういうも

のについて、取り上げる機関がないわけです。

ですから政 に をもっていただいて し

い。 はどこもそういう事を取り扱いませんの

で、これは自分達の仕事ではない、あっちへ行っ

たらどうか、人 会へ行ったらどうか、結

あっちこちたらい しにされて、国際福祉にま

でまわってくるというのが です。私達も法

の ではありませんので、そういう事を

際やっているのがおかしいと思うんです。無

国籍の問題で国際福祉が になっているよう

なんですが、 はケース ーカーなんです。

でも もやってくれないので、じ あ話だけで

も いてあげまし う、一 に みまし う、

できる事、あっちこちに を書いたり、そう

いう事はやりまし うという事をやっているわ

けです。 万 そこそこの 料をもらっている

私達が、人の籍をつくるとか、そういう事をやっ

ているという事自 、非 におかしいわけです。

何 、これを政 がやらないのか、児 に

ち んと生まれてくる子供達は、ち んと国籍

を えられて、ち んとした生 をするという

事が 定されているわけです。世 の先 国で

ある日本で、こんな無国籍が発生するという事

自 おかしいわけです。いろんな問題で、もっ

ともっと政 が 性を発 して、 会とか、

し合わせというんでし うか、そういった正

式な用 はわかりませんけれども、それを少な

くともアメリカのように、非 に関係のある国

とは結ぶということが必要である。 えばアメ

リカに行って結婚しましても、それはわからな

いんです 。 だいたい沖縄において、国際結

婚の 組 といわれていますけれども、こ

れはあくまでも 事 あたりで しているも

のであって、婚 というのがあるんです。

それでいく人達が非 に いのです。あるいは

で行って結婚するとかしてアメリカで

結婚しますと、 単に 会なんかで何とか結婚

できます 。パス ートもってて、シン ルで

あるという事が 明できれば、それだけです。

それがどこにも届け出られないわけです。アメ

リカ人は結婚したらやっ り人 という

のが にあって、そこの で行なわれたもの

については、そこにみんな婚姻届けの しが

いって、そこで 所みたいな所です 。そこ

で、 イルができますので、その時 で、当

事者の方が日本人であった場合には日本にそれ

を してもらうという事です。これは に

ついてもいえます。結婚しても しても、

婚しても何しても、いっさいアメリカでやった

ものについては日本政 はわからないわけで

す。だから、かってに 婚されてしまって、

こうのどこそこで 婚したかもわからないとい

う があるわけです。ですからそういうもの

について、 し合わせによって何かそういうも

のを知らせ合う、 、それを ってもらいた

いと思います。それから、 婚にしろ、養子

縁組にしろ、 、当事者本人達に、 シ ン

の 婚法をもってこい、 イ の養子縁組

法を持ってこい、これを本人が として 出

することになっているんです。最 図書 が

あると思うんですよ 。それから法務 の役人

が い 料をもらっているのかと思う に、み

んなそれを本人が持っていかないとケースがす

すまないんです。ただこういう問題がありま

す。私は結婚したいと し てたら、あとは

所がやってくれるような方法が望ましいわけ

です。そうでないと日本人の人 が 対 られ

ないと思います。

　最後に一つ問題 したいのは、日米地

定という問題です。これは非 におかしなもの
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で、いる人をいないと言っているわけです。

外法 ですので、日米地 定の 内でいる

人、軍人 軍 その 族は、ここに してい

ますが、沖縄の を っていろいろやってい

ますけれど、 際 国 理法の では し

ないわけです。そうしますと、 えば、日米地

定の で軍人として来て、それから軍

として って、軍 というのは民間人です 。

軍に く、それで基地内に って 年も仕事

した人がいたと、そしてその人が年をとって、

度仕事をやめて したいという場合に、

などの場合には、 要 があります 。

年以上 んでいなければならない、そういうの

に 際 年、事 上となりの人が見て、この

人は 年ここに んでいますよと言っても、

要 をみたさないわけです。日米地 定

があるために、そういった 出しとかが基地

内には、日本の 法の が届かない。 事事

などの場合にはとりきめがあります。国際間で

も、民事といういわゆるこういう身分、

所や何かの事 については、日米地 定の

の人達については、 んとうにもうどうし

ようもないわけです。ですから、そういうもの

についてももっと軍問題特別 会とか、そう

いったものを 大して、人の人 に関する問

題もとり上げて、 え軍の が 制力がな

くても、このような 出しがあったという事

を、それに出 したかしなかったかという事

は、軍の軍務 の に す のことをやっ

てくれたらもう少し心理的にも相 に対する

制力がでてくるのではないかと思います。そう

いった事で、非 にとりとめもない話でしたけ

れども、 的ではないんで本当にはずかしい

のですが、私達ケース ーカーとして、 に

扱っているケースの内容というか、そういうも

のをお話ししました。もう一つ法 の の

さんに し上げたいのは、沖縄で 害事 がた

くさんあります。私も 所の をしており

ますが、 非一度、 所のそういった 害事

の をなさるといいと思います。結 ある

んですよ。 間に何 も、大きな事 ですと

人事 、 とかですと、少しずつ少しずつ

理が んでいきますので、ずっと ってみる

というのは困 です。けれども大 の所持とか、

ち っとしたコ 、 などの事 につい

ては、その日のうちに結 、 決まで二時間以

内に のはじめから りまで見る事ができま

す。ですから、機会があったらそういうものを

になって、いわゆる日米地 定の人達に

ついて、日本はどのように を行 してい

るかとか、それから、どのようなト イ ル

ー ーといいます 、軍からの ち会い法

務 も来ますので、どのような形で行われてい

るかという事を になったら、非 に

いかと思います。

　どうも長い間、 いのにありがとう いま

した。

ケリー正代

。 後、 ッ ー

大学社会福祉の 後、沖縄に ってか

らは、沖縄民政 の やUSOの

仕事につき、一 年からは国際社会事

沖縄代表 のケース ーカーとして し

ている。
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